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福島労働基準監督署、郡山労働基準監督署及びいわき労働基準監督署におけ

る石綿関連文書の誤廃棄について 

 

 石綿関連文書のうち、一部の文書については常用（永年保存）としていますが、今般、福

島労働基準監督署（以下「福島署」という。）、郡山労働基準監督署（以下「郡山署」という。）

及びいわき労働基準監督署（以下「いわき署」という。）において、その一部が誤って廃棄さ

れていることが確認されましたので、その概要をお知らせします。 

 関係者の皆様に深くお詫びいたしますとともに、今後誤廃棄が生じることのないよう、再

発防止を徹底してまいります。 

 

１ 経緯 

 ○ 石綿関連文書については、平成 27年 12月 18日付けで、本省から常用（永年保存）と

すべき石綿関連文書の範囲が具体的に示されるとともに、誤廃棄が生じることのないよ

う、常用（永年保存）とする石綿関連文書については、①独立した行政文書ファイルと

して編綴すること、②「常用」である旨を標示すること、③専用の棚に保管することな

ど他の行政文書ファイルと混在しないように注意することとされたところです。 

 ○ しかしながら、平成 30年において、情報公開請求等を端緒に、一部の労働局で常用（永

年保存）とすべき行政文書が誤って廃棄されていたことが確認され、本省から改めて各

労働局における石綿関連文書（常用であるものに限る）の保存状況を調査するよう指示

があり、当局において調査した結果、誤って廃棄されている石綿関連文書があることが

確認されました。 

 

２ 誤廃棄が確認された石綿関連文書の概要 

  今回の調査により、平成 27年度以降に新たに誤廃棄されていることが確認された石綿関

連文書（常用であるものに限る）は、下表のとおりです。 

文書種類 福島署 郡山署 いわき署 計 

安全衛生指導復命書 1 0 29 30 

建設工事計画届 27 6 18 51 

建築物解体等作業届 10 0 0 10 

合計 38 6 47 91 
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３ 誤廃棄が生じた原因 

  平成 27年に常用（永年保存）とすべき石綿関連文書について、誤廃棄が生じることのな

いよう本省からなされた指示に基づく対応が全ての関係職員に徹底されず、以下の状況が

生じていたことが誤廃棄の原因と考えられます。 

① 常用（永年保存）とすべき石綿関連文書を、常用（永年保存）ではない他の行政文書

ファイルに編綴していた可能性があること。 

② 行政文書ファイルを廃棄する際に、内容を十分に確認せずに廃棄した可能性があるこ

と。 

 

４ 再発防止対策 

  常用（永年保存）とすべき石綿関連文書の誤廃棄が二度と生じることのないよう、各労

働基準監督署に対し、以下の対策等の実施を指示しました。 

 ① 石綿関連文書についての職員（非常勤職員を含む）教育を実施し、職員一人ひとりに

保存の重要性を改めて理解させるとともに、常用（永年保存）とすべき石綿関連文書を

独立した行政文書ファイルとして確実に編綴し、「常用」と標示することを徹底させるこ

と。 

 ② 石綿関連文書の管理者を選任し、石綿関連文書の取扱いは管理者の直接指揮の下に行

うこと。 

  


